
 

参 考 １ 

 京都エコポイントモデル事業の概要 

 

 ■事業主体  京都環境行動促進協議会（京都ＣＯ2削減バンク） 

        会 長：郡嶌 孝（特定非営利活動法人京都地球温暖化防止府民会議理事長） 

 構成員：京都府、京都市、京都商工会議所、(社)京都工業会、関西電力㈱ 

大阪ガス㈱ 、(社)京都銀行協会、京都府信用金庫協会 

(同)きょうと情報カードシステム、㈱スルッとＫＡＮＳＡＩ 

京都府電機商業組合、(特活)京都地球温暖化防止府民会議（１２団体） 

事務局：特定非営利活動法人京都地球温暖化防止府民会議 

 ■設立年月日  平成２０年５月２９日 

 ■事業目的  エコ・アクション・ポイントを活用して、家庭や企業における環境行動を促進

し、京都府全体でのＣＯ2削減意識の向上を図る。 

 ■今後の予定  平成２０年１０月から家庭における電気・ガス削減の取組開始 

        ポイント付与は平成２１年１月以降開始  

 

 

参 考 ２ 

関西連携による広域化について 

 

■８月中に「エコポイント事業関西連携プロジェクト検討会議(仮称)」を立ち上げ、今後の広

域展開について検討を進める。 

 

■今年度においても、参加家庭について、本事業においてカーボンクレジットを購入予定の府

内立地企業の従業員で、滋賀県、大阪府又は兵庫県に在住する方の参加を認める方向で調整。 

 

 

参 考 ３ 

全国エコ・アクション・ポイントモデル事業の概要 

 

■事業概要  環境省からの委託に基づき株式会社ジェーシービーが運営。省エネ商品・サー

ビスの購入・利用等に応じてエコ・アクション・ポイントを付与。貯まったエコ・

アクション・ポイントは、各種商品・サービス・他ポイント・環境寄付などとの

交換が可能。 

 ■連携方法   京都エコポイントモデル事業参加家庭は、全国エコ・アクション・ポイントモ

デル事業に事前に登録し、京都エコポイントモデル事業にて付与する省エネ・新

エネに基づくポイントと全国エコ・アクション・ポイントモデル事業にて付与す

る省エネ商品・サービスなどの購入に基づくポイントの両方を取得。両事業で取

得したポイントは合算され、「エコアクションサイト」上で、希望するポイント

交換メニューを選択して利用。 


